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官庁営繕事業の事後評価表

事 業 名

実 施 箇 所 松江市向島町向島134-10

該 当 基 準 事業完了後３年間が経過した事業

事 業 諸 元

事 業 期 間 事業採択 平成１２年度 完了 平成１５年度

総 事 業 費
（ 億 円 ）

約５０．０

事業の妥当性

便益の主な根
拠

基準年度

Ｂ：総便益(億円) 99.3 Ｃ：総費用(億円) 74.8 Ｂ／Ｃ 1.33 Ｂ－Ｃ 24
EIRR
(％)

10.4

③Ｂ／Ｃ＝１．３３

以上の効果が確認できる。

事業実施によ
る環境の変化

社会経済情勢
等 の 変 化

今後の事業評
価の必要性

所期の効果が確認でき、再度の評価の必要性はないと考える。

改善措置の必
要 性

所期の効果が確認でき、改善措置のの必要性はないと考える。

本事業での取り組みが今後の周辺整備に生かされることを期待している。

国有財産の有効利用が図られ、位置として問題なく、敷地の規模としても適当な広さであ
る。

②業務効率の向上
・不足施設の整備、狭あい解消による事務効率の向上
・合同庁舎化による官署間の連携向上

目的・必要性
②適正配置
・使用調整　３官署（松江法務総合の狭あいを解消）
・国有財産の有効利用　（土地建物の集約化による有効利用）

事業の効果の
発 現 状 況

事業全体の投
資 効 率 性

平成１８年度

④完成後の利便性等に関する職員、外来者を対象としたアンケートで概ね良好な結果が
得られた。

　松江地方合同庁舎は老朽、狭あい等の問題を抱える官署が市内に多数散在していた
ことから、これら施設の行政サービスの向上および業務の効率化を図るとともに、国有財
産の効率的な使用と適正な配置を図るため、これら官署を集約立体化し建設したもので
ある。
規模：鉄骨鉄筋コンクリート造７階建て　他　　延べ１５，４８４㎡

まつえちほうごうどうちょうしゃ

松江地方合同庁舎 事業主体　中国地方整備局

①利用者の利便性効果
・執務室の狭あい解消による手続事務の改善
・合同庁舎化された事により複数官署での手続が可能

土地の有効利用： １，４７０百万円
利用者の利便： ７，８８４百万円
安全の確保： ５７３百万円
環境への配慮： ８百万円
その他の効果： －５百万円

初期費用（建設費）： １０，１０１百万円
旧庁舎維持修繕費： ２，６２０百万円

①施設の不備
・老朽　７官署（施設の安全を確保するための改修）
・狭あい　８官署（必要諸室を確保するための増築）
・民間借用　３官署（高額な借用費用負担の解消）
・分散　１官署（組織が分散している非効率の解消）

・位置は、松江駅に近く県庁・市役所とも遠くない場所にあり、用地も取得済みである。
・敷地は、建物規模に応じ適切な規模である。
・合同庁舎計画、長期営繕計画に基づく整備である。

　これらの課題を解決するため、集約立体化し建設を行う必要があった。



平成１９年１月 中国地方整備局営繕部

松江地方合同庁舎
まつえちほうごうどうちょうしゃ

営繕事業の事業評価（事後評価）



対象施設の概要
○松江地方合同庁舎
予 算：特定国有財産整備特別会計

支出委任(一般会計、特別会計)
事業期間：平成１２年度～平成１５年度

完成 平成１６年２月２７日

所 在 地：島根県松江市向島町向島134-10

剣先川より

敷地面積：８，４６７㎡

構 造：鉄骨鉄筋コンクリー
ト造７階建て 他

規 模：延べ面積15,484㎡

総事業費：約５０億円

入居官署：８省庁１２官署

職員総数：約４３０名

しまねけんまつえしむこうじまちょうむこうじま



統計・情報センター

労働総合

法務総合より３官署

行政評価事務所

税務署

財務事務所

宍道湖

松江城

県庁

市役所

社会保険事務局

法務局分室

労働局（一部）

大橋川

施設の位置

0 500m

松江地方
合同庁舎

くにびき大橋宍道湖大橋

剣先川

松江駅

くにびきメッセ

市内に散在していた官署を集約・
合同化し、建設

管轄区域

下記以外は島根全県

税務署(松江市･安来市･八束郡 )

労働基準監督署（松江市・安来市・雲南
市のうち大東町、加茂町、木次町・八束郡・
仁多郡・隠岐郡）

松江公共職業安定所(松江市･八束郡 )

ＪＲ松江駅より約５００ｍ
県庁、市役所より約１３００ｍ



事後評価方法事後評価方法
• 事業の妥当性

＊事業の緊急性
＊計画の妥当性

• 事業の効果の発現状況
＊定量的評価 費用対効果（Ｂ／Ｃ）の確認
＊定性的評価 利用者･職員アンケート

• 事業実施による環境の変化
• 社会経済情勢の変化

＊各種状況の変化 等

＊事業の緊急性事業の緊急性

老老 朽朽 ７官署７官署

狭狭 ああ いい ８官署８官署

使用調整使用調整 ３官署３官署

借用解消借用解消 ３官署３官署

分分 散散 １官署１官署

施設の不備施設の不備 1212官署官署

合同庁舎整備の推進合同庁舎整備の推進

＊計画の妥当性計画の妥当性

位置位置 用地取得の見込み用地取得の見込み

中国財務局対応中国財務局対応 平成７年度一部取得平成７年度一部取得

他は整備時期に合わせ他は整備時期に合わせ地方公共団体地方公共団体等等とと
の交換の交換によりにより取得取得

アクセスの確保アクセスの確保 周辺道路整備済み周辺道路整備済み

JRJR松江駅より至近に立地松江駅より至近に立地

規模規模 建物規模に応じた適切な規模建物規模に応じた適切な規模

構造構造 合同庁舎計画合同庁舎計画

長期営繕計画による整備長期営繕計画による整備

事業の妥当性事業の妥当性



事業の妥当性（事業の妥当性（合同庁舎整備の推進合同庁舎整備の推進））

「官公庁施設の建設等に関する法律」第６条「官公庁施設の建設等に関する法律」第６条
庁舎は、①土地を高度に利用し、②建築経費を削減し、あわ庁舎は、①土地を高度に利用し、②建築経費を削減し、あわ

せて③公衆の利便と④公務の能率増進とを図るために、特に支せて③公衆の利便と④公務の能率増進とを図るために、特に支
障がない限りは、合同して建築しなければならない。障がない限りは、合同して建築しなければならない。

庁舎法第５条「特定国有財産整備計画」による整備庁舎法第５条「特定国有財産整備計画」による整備
「特定国有財産整備特別会計」（財務省と共管）を利用「特定国有財産整備特別会計」（財務省と共管）を利用
国有財産の使用の効率化及び配置の適正化を図るため、継続国有財産の使用の効率化及び配置の適正化を図るため、継続

使用に支障のある庁舎、非効率な庁舎を処分し、その費用を新使用に支障のある庁舎、非効率な庁舎を処分し、その費用を新
しい庁舎の土地・建物の取得費用に充てる。しい庁舎の土地・建物の取得費用に充てる。

「取得調整・使用調整」「取得調整・使用調整」
合同庁舎の計画では、各省庁から財務省に提出される取得協合同庁舎の計画では、各省庁から財務省に提出される取得協

議・庁舎等使用現況及び見込み報告書に基づき「取得調整・使議・庁舎等使用現況及び見込み報告書に基づき「取得調整・使
用調整」の協議を財務局と行い、計画を立案・実施します。用調整」の協議を財務局と行い、計画を立案・実施します。



事業の妥当性（緊急性）事業の妥当性（緊急性）計画理由

行政評価事務所

計画理由

財務事務所

○島根行政評価事務所
庁 舎 昭和４８年建設
老 朽 現存率 ５７％
狭 あ い 面積率 １．２５

○松江地方法務局分室(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ)
庁 舎 民間借用
狭 あ い 面積率 ０．４３

○松江法務総合庁舎より移転
使用調整 法務総合の狭あい

松江保護観察所
狭あい 面積率 ０．９

広島入国管理局松江出張所
狭あい 面積率 ０．９２

中国公安調査局 松江駐在官室
狭あい 面積率 １．４８

○松江財務事務所
庁 舎 昭和４３年建設
老 朽 現存率 ５９％
狭あい 面積率 １．０９



税務署

○松江税務署
庁 舎 昭和３７年建設
老 朽 現存率 ６４％
狭あい 面積率 ０．６１

○島根労働総合庁舎
庁 舎 昭和３７年建設
老 朽 現存率 ６２％

島根労働局（一部民間借用）
狭あい 面積率 ０．３４

松江労働基準監督署
狭あい 面積率 ０．３４

松江公共職業安定所
狭あい 面積率 ０．６１

○島根社会保険事務局
庁 舎 民間借用
狭あい 面積率 ０．５７

○島根農政事務所
（統計部、松江統計・情報センター）

庁 舎 昭和４１年建設
老 朽 現存率 ６０％
狭あい 面積率 ０．７７

労働総合

統計・情報センター



住民参加型公共施設整備

■市民ワークショップの開催

■松江市デザイン委員会との調整

デザイン委員会

松江合同
ワークショップ

委員会 委員会

第１回
ＷＳ

第２回
ＷＳ

委員会

第３回
ＷＳ

第４回
ＷＳ

基本設計段階 実施設計段階

■現場見学会の実施
課外授業の一環として、地元高校生を対象に現場見学会を開催

延べ９回 ３２４名参加

■公共建築シンポジウム
～松江地方合同庁舎住民参加型施設整備
を振り返って～ 参加者数 １８７名

■施設見学会の実施
ワークショップのフォローアップとして、一般市民・ワークショップ
参加者を対象に施設見学会を開催

延べ２回 ２５８名参加



松江合同ワークショップ
松江市デザイン委員会 で出された意見のまとめ

■ワークショップ

●オープンスペースの作り方、使われ方（水辺利用）

●敷地内の緑化（駐車場、並木道）

●周辺施設とのつながり、連携

（水辺遊歩道、敷地の通り抜け）

●建物の外観、位置（ボリューム感等）

●背景となる山並みの見え方

■松江市デザイン委員会

●水景広場について

市民にとっての公共性は建築よりむしろ広場

にあるといえるのではないか。

●水辺の都市デザインついて

この計画を合同庁舎の敷地の範疇にとどめるだけでなく、大橋川沿いに

おける水辺の都市デザインを誘導していく端緒とすべきことが重要である。

バルーンによる建物
ボリュームの確認

スタディー模型
による検討



敷地配置図

駐車場

庁舎

排水機場

上迫子川

河川管理道路予定
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駐輪場

＊敷地面積（ 8,467㎡）

＊延べ面積（15,484㎡）

＊駐車場（屋外７２台）

市道

松江市ガス局
（移転済み）

水景広場・地下車庫

3
,6
3
3

ワークショップ意見の反映

・大橋川からの壁面後退

・水景広場

・くにびき大橋へのブリッジ

建物のボリュームを押さえ、
敷地内に通り抜けを設ける。

水際景観を配慮し、水景広
場・川添いの並木道を設ける。

大橋川コミュニ
ティーセンター

護岸整備は大橋川周辺まち
づくり検討委員会等（出雲河
川）で検討中

配置図



費用対費用対効果の算定手法効果の算定手法

費用対効果費用対効果 BB／／CC＝＝
B’ ( )

C１ C０

B１ B０

Ｃ１（事業実施結果）
○初期費用（建設費、企画・設計関係費、解体費、土地
取得費）

○維持修繕費（修繕費、保全費、水道光熱費）

Ｃ０（事業を実施しなかった場合に必要な費用）
○既存庁舎を継続利用した場合の維持修繕費

B１ B０ー

合同合同
財

税

社

法

農

労

行

BC
Ｂ１－Ｂ０
○土地有効利用（土地処分益）
○利用者の利便（合同化による効果）
○環境への配慮（エネルギー消費の削減等）
○その他の効果（駐車場の改善）
○金額換算の難しいものはアンケートにより効果を把握

B’
行 農

社

BC

財

税

法

労

C１ C０ー

合同合同
財

税

社

法

農

労

行

BC

効
果
Ｂ

費
用
Ｃ

B’（代替効果）
○事業実施によって向上する性能水準と同等の水準を
実現するために必要となる費用を効果と見なす

※狭あいを解消するための増築費用または借料および
維持管理費

※既存庁舎の安全確保（事故・災害の縮小）のための耐
震、防災改修に要する費用



費用対効果費用対効果 （単位：百万円）（単位：百万円）

利用者の

利便
170解体費代替効果7,361

建物性能の
向上

駐車場

960修繕費

旧
庁
舎

3,1061,116修繕費

維持
修繕
費

573
事故・災害
の縮小

安全の確
保

／

B’

=7,934

１．３３費用対効果（Ｂ／（Ｃ１－Ｃ０））

7,481Ｃ１－Ｃ０9,930総効果（Ｂ）計

-5

8

523

0

1,470

10,101

6,995

－ 2,620

938

722

光熱費

保全費

費用（Ｃ０）

877

1,112

1,010

219

5,596

費用（Ｃ）

光熱費

保全費

土地取得
費

企画・設
計費

建設費

費用（Ｃ１）

計

評価期間を50年間とし、
現在価値化を行っている。

計

その他の
効果

地球環境保
全への寄与

環境への

配慮

合同化によ
る効果

立地の改善
初期
費用

土地処分益
土地の有
効利用

効果（Ｂ）



アンケート結果
（職員）

・執務室以外の駐車・駐輪場
等では、満足度が低くなってい
る

・総合的な印象、自席周りおよ
び執務室の状況では、約半数
近くが満足との回答を得た

一部を除き満足、どちらかと言
えば満足（満足率）に対し、不
満、どちらかと言えば不満（不
満足率）が少なく、概ね良好な
結果が得られた

職 員

・税務署と職業安定所が入居し、繁忙期に不足が生じる

・リフレッシュルームが外来と同じで休めない

（東西のコーナーを外来用、職員用に別け対応）

・新築され明るく、きれいで広くなっている

・関係省庁との連携が取りやすくなった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合同庁舎になって

地域への影響

利用者安全安心

快適性

執務室以外

仕事スペース

執務室

自席周り

総合的印象

満足 どちらかと言えば満足 どちらとも言えない どちらかと言えば不満 不満

配付：４２５
回収：３７９



・広い、きれい清潔感がある等

・駐車場に関しては、満足率が
約２０％となっている

・総合的印象、利用しやすさの
設問でも、満足率が約４０％

・施設の快適性、利用者の安
全・安心、地域への影響、合同
庁舎化では満足率が約５０％

全般的に満足、どちらかと言え
ば満足（満足率）に対し、不満、
どちらかと言えば不満（不満足
率）が少なく、概ね良好な結果が
得られた

利 用 者

・予想外に職業安定所への来客が多く、不足が生じている。

（対策として西隣市有地を駐車場として借用している。）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合同庁舎になって

地域への影響

利用者の安全・安心

快適性

利用しやすさ

利用目的に対して

総合的印象

満足 どちらかと言えば満足 どちらとも言えない どちらかと言えば不満 不満

配付：２５０
回収： ８４アンケート結果

（利用者）



評価の内容評価の内容
①事業の効果
○ 利用者の利便性効果
・ 執務室の狭あい解消による手続き事
務の改善

○ 業務効率
・ 狭あい解消による事務効率の向上

○ 既存庁舎の改修・増築等による整備
より、経済性及び利便性の観点で合理
的であると判断される。
・ 費用対効果 Ｂ／Ｃ＝１．３３

○ 完成後の利用者・職員へのアンケー
トの結果概ね良好である。

②事業実施による環境の変
化

○ 本事業での取り組みが今後
の周辺における整備に生かされ
ることを期待している。

③社会経済情勢等の変化
○ 国有財産の有効利用が図ら
れ、位置として問題なく、敷地の
規模としても適当な広さである。

④今後の事後評価の必要性
①②③ の評価から所期の効果が確認
でき、再度の評価は必要ないと考えて
いる。

⑤改善措置の必要性
①②③ の評価から所期の効果
が確認でき、改善措置の必要性
はないと考えている。
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